
北海道日高海区　定置漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

えさけ定第１号 有限会社共栄漁業部 幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第２号 有限会社マルイワ岩井
水産

幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第３号 えりも漁業協同組合ほ
か105名

幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第４号 丸共漁業有限会社 幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第５号 えりも漁業協同組合ほ
か105名

幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第６号 有限会社丸宝協宝漁
業部

幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第７号 有限会社襟裳興産 幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第８号 有限会社丸岬えりも岬
漁業部

幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月２９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ８月３０日から９月１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第９号 有限会社丸協東洋漁
業部

幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、４月２０日から８月１０日までの間においては３個以下、９
月１日から１２月８日までの間においては２個以下でなければなりません。
（２） ９月１日から１２月８日までの間に敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、
沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

漁場の区域



えさけ定第１０号 有限会社協和水産 幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、４月２０日から８月１０日までの間においては３個以下、９
月１日から１２月８日までの間においては２個以下でなければなりません。
（２） ９月１日から１２月８日までの間に敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、
沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第１１号 えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、４月２０日から８月１０日までの間においては３個以下、９
月１日から１２月８日までの間においては２個以下でなければなりません。
（２） ９月１日から１２月８日までの間に敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、
沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第１２号 岩間漁業有限会社 幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、４月２０日から８月１０日までの間においては３個以下、９
月１日から１２月８日までの間においては２個以下でなければなりません。
（２） ９月１日から１２月８日までの間に敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、
沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第１３号 幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、４月２０日から８月１０日までの間においては３個以下、９
月１日から１２月８日までの間においては２個以下でなければなりません。
（２） ９月１日から１２月８日までの間に敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、
沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第１４号 有限会社菱栄協栄水
産

幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、４月２０日から８月１０日までの間においては３個以下、９
月１日から１２月８日までの間においては２個以下でなければなりません。
（２） ９月１日から１２月８日までの間に敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、
沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第１５号 有限会社安保漁業 幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１）敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

えさけ定第１６号 有限会社丸傳水産 幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、４月２０日から８月１０日までの間においては３個以下、９
月１日から１２月８日までの間においては２個以下でなければなりません。
（２） ９月１日から１２月８日までの間に敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、
沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



えさけ定第１７号 有限会社丸海漁業 幌泉郡えりも町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、４月２０日から８月１０日までの間においては３個以下、９
月１日から１２月８日までの間においては２個以下でなければなりません。
（２） ９月１日から１２月８日までの間に敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、
沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

様さけ定第１号 有限会社丸協協栄水
産ほか1名

様似郡様似町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

様さけ定第２号 有限会社坂本水産 様似郡様似町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

様さけ定第３号 有限会社丸三漁業部 様似郡様似町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

様さけ定第４号 有限会社丸三漁業部 様似郡様似町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。

様さけ定第５号 有限会社かねとう漁業
部

様似郡様似町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

様さけ定第６号 有限会社かねとう漁業
部ほか1名

様似郡様似町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。

様さけ定第７号 様似さけ定置網漁業生
産組合

様似郡様似町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

様さけ定第８号 有限会社三印漁業部 様似郡様似町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

様さけ定第９号 有限会社久野漁業 様似郡様似町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

浦さけ定第１号 有限会社三水漁業 浦河郡浦河町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



浦さけ定第２号 有限会社三水漁業 浦河郡浦河町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。

浦さけ定第３号 有限会社丸十漁業 浦河郡浦河町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、４月２０日から８月１０日までの間においては１個、９月１
日から１２月８日までの間においては２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

浦さけ定第４号 有限会社丸十漁業 浦河郡浦河町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。

浦さけ定第５号 有限会社古森漁業 浦河郡浦河町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

浦さけ定第６号 有限会社古森漁業 浦河郡浦河町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。

浦さけ定第７号 有限会社カネヤス太洋
漁業

浦河郡浦河町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月８日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２０日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月９日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２１日から１２月８日までの間は、漁獲
してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

浦さけ定第８号 有限会社カネヤス太洋
漁業

浦河郡浦河町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。

浦小さけ定第１号 宇田豊ほか4名 浦河郡浦河町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月１日から１１月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

浦小さけ定第２号 野田豊ほか3名 浦河郡浦河町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１１月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月１日から１１月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

三さけ定第１号 有限会社住吉丸 日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２３日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２４日から１２月１１日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

三さけ定第２号 有限会社住吉丸 日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。

三さけ定第３号 有限会社丸正漁業 日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２４日から１２月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



三さけ定第４号 有限会社丸富富永水
産

日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２３日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２４日から１２月１１日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

三さけ定第５号 有限会社丸富富永水
産

日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。

静さけ定第１号 有限会社大澤漁業部
ほか2名

日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２３日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２４日から１２月１１日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

静さけ定第２号 有限会社大澤漁業部
ほか2名

日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。

静さけ定第３号 有限会社出羽漁業部 日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２４日から１２月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

静さけ定第４号 有限会社本庄漁業部 日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ６月１日から９月８日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月２４日から１２月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

静さけ定第５号 有限会社本庄漁業部 日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月２４日から１２月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

静さけ定第６号 有限会社土屋漁業 日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２４日から１２月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

静小さけ定第１号 畑中仁ほか5名 日高郡新ひだか町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１１月１５
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１）敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） １１月１日から１１月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（３） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

新さけ定第１号 ひだか漁業協同組合 新冠郡新冠町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２４日から１２月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

新さけ定第２号 ひだか漁業協同組合 新冠郡新冠町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２４日から１２月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

新さけ定第３号 ひだか漁業協同組合 新冠郡新冠町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２４日から１２月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



門さけ定第１号 ひだか漁業協同組合 沙流郡日高町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２３日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２４日から１２月１１日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

門さけ定第２号 ひだか漁業協同組合 沙流郡日高町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。

門さけ定第３号 有限会社本町定置漁
業部

沙流郡日高町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月２４日から１２月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

門さけ定第４号 有限会社小林漁業部
ほか1名

沙流郡日高町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２３日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２４日から１２月１１日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

門さけ定第５号 有限会社小林漁業部
ほか1名

沙流郡日高町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。

門さけ定第６号 有限会社富浜定置漁
業部ほか1名

沙流郡日高町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から１２月１１
日まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月１日から１１月２３日までの間において敷設する陸網は、枠長の陸側から３
分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月５日から４月１９日までの間及び８月１１日から８月３１日までの間は、網を敷
設してはなりません。
（５） ９月１日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２４日から１２月１１日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

門さけ定第７号 有限会社富浜定置漁
業部ほか1名

沙流郡日高町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ４月５日から８月１５日
まで

令和６年２月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ４月５日から４月１９日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） ８月１日から８月１５日までの間は、漁獲してはなりません。






















































































































